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議決権行使の考え方 

 

当社は長期投資家として信託財産等で保有する株式の行使できる議決権について
は、原則としてすべて行使すべきであると考えます。 

議決権行使に際しては、ガバナンス体制の強化を始めとして、法令や企業倫理の
遵守、社会との共生、環境問題への取組み等、企業による社会的責任の遂行に関し
て投資先企業との対話やエンゲージメントを実施し、その内容等を踏まえ適切な判
断に努めるべきだと考えます。  

当社は 2020 年１月１日に、当社の資産運用機能を分割し、グループ会社のりそ
なアセットマネジメントに移管集約しました。当社は、信託財産等の運用や議決権
の行使を運用機関に委託することから、投資先企業の持続的成長に資すると考える
「議決権行使の考え方」を策定しました。 

委託先の運用機関に対し、当社の「議決権行使の考え方」を提示し、運用委託す
る信託財産等の株式については、この考え方に基づき議決権行使を行うことを求め
ます。 

 

1. 議決権行使の目的 
 
株式投資において、受益者の利益を安定かつ継続的に高めていくためには、企業

が株主利益の最大化を尊重した経営を行い、長期安定的に企業収益を計上していく
ことが重要となります。そのためには、企業におけるコーポレートガバナンスが十
分に機能することが不可欠です。 

議決権行使を通じて、企業のコーポレートガバナンス改善を促進し、長期的な株
主利益の最大化を目指します。 

 

2. 企業に求めるコーポレートガバナンス 
 

 当社は、企業に求めるコーポレートガバナンスを以下のように考えています。 

【取締役会の責務】 

・取締役会は、株主および各ステークホルダーに対して説明責任を負い、ESG 要
因を含む広範なステークホルダーへの配慮を通じて、長期的な観点から会社の
持続的成長を追求し、もって株主の利益のために行動することが期待される。 

・取締役会は、経営陣の執行を監督しなければならない。 

・取締役会は、経営陣の業績と報酬を効果的に評価、監督しなければならない。 

【取締役会の構成】 

・取締役会は、少なくとも過半数が独立社外取締役で構成されることが望ましい。 

・取締役会は、経営陣の事業活動を効果的に監督できるよう、十分な多様性を備え
た取締役で構成されることが望ましい。 
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【情報の信頼性確保と情報開示】 

・取締役会は、会社の開示する財務・非財務の情報の信頼性を担保、各ステークホ
ルダー向けにその情報を提供する監督責任を負う。 

・取締役会は、株主が議案の内容を十分に理解した上で議決権を行使できるよう
に、また株主利益に影響を及ぼす事項について株主が効果的なエンゲージメン
トを展開できるように、信頼性の高い情報の適時開示を実施すべきである。 

【株主権利】 

・株主権利の平等性が担保され、株主が有する経済的価値と同等の議決権を有する
べきである。 

・取締役会は、株主が会社の重要な決定や取引について議決権を有するようにすべ
きである。 

 

3. 委託先の運用機関に求める議決権行使 
 
委託先の運用機関には、当社が定める企業に求めるコーポレートガバナンスの趣

旨に沿った、議決権行使基準を策定すること、ならびに投資先企業との対話の内容
等を踏まえ適切な議決権行使を行うことを求めます。 

なお、各国の異なる法令、商慣習、コーポレートガバナンス・コードを鑑み、実
状に合わせた行使基準の策定を望みます。 

 

以上 

（2020 年 1月） 

 

 


